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「Welcome Kobe 台湾家族向け誘致プロモーション事業」事業者募集要領 

 

１．事業名 

 「Welcome Kobe台湾家族向け誘致プロモーション事業」 

 

２．事業目的 

本事業は、近年増加傾向にある台湾からの訪日旅行者の動向を踏まえ、特に旅行意欲の高い    

ファミリー層をターゲットに、神戸市への誘客を促進することを目的とするものである。 

本市の観光資源や子育て世代に適した体験コンテンツを効果的に発信し、台湾のファミリー層に 

対して訴求力のあるプロモーションを展開する。 

そのため、台湾市場におけるプロモーション展開に知見を有し、かつ実施から効果検証まで一貫して 

対応可能な事業者を広く公募する。 

 

３．事業内容 

  別紙「仕様書」のとおり 

 

４．契約予定期間 

契約締結の日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

 

５．契約金額の上限額 

3,000 千円（消費税・地方消費税を含む） 

 

６．応募資格 

  下記要件をすべて満たすこと（法人、個人は問わない）。 

・ これまでに本事業と同種又は関連する活動実績があること 

・ 本邦内に活動拠点を有し、当件について対応できるスタッフが常駐していること 

・ 日本語及び業務を行う拠点で主に話されている言語（公用語）により業務上の交渉が可能な語学

力を有していること 

・ 連絡体制が整い、迅速なやりとりが可能であること 

・ 守秘義務を遵守できること 

・ 会社更生法及び民事再生法等による手続きをしている団体でないこと 

・ 過去に禁固以上の刑に処せられたものでないこと。または、その執行を受けることがなくなるま

での者でないこと 

・ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第 2 条第 2 号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと 

・ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと 

・ 神戸市から指名停止措置等を受けている企業等でないこと 
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・ 神戸市における請負および委託契約の業務について、これまで契約違反など履行状況が不良との

評価を受けていないこと。 

・ 国税及び地方税を滞納していないものであること 

・ 銀行取引停止処分を受けていないこと 

 

７．スケジュール（予定） 

 令和７年 

  10 月 15 日（水）          公募開始（ホームページ上にて募集要領配布） 

  10 月 15 日（水）～10 月 22 日（水）  質問受付 

  10 月 24 日（金）           質問に対する回答 

  11 月 11 日（火）             企画提案書 提出締切（17 時必着） 

 11 月 14 日（金）             書類による一次審査（応募多数の場合） 

  11 月中下旬             プレゼンテーション、契約締結候補者決定 

  11 月 28 日（金）予定          契約締結 

 

８．応募方法等 

（１）募集要領について 

  ① 募集要領等の公表、各書類の交付 

   令和７年 10 月 15 日（水）から 

② 交付場所 

   一般財団法人 神戸観光局ホームページ内に掲載 https://kobe-dmo.jp/ 

 

（２）質問及び回答 

  ① 質問がある場合は、質問書（様式第 2 号）に必要事項を記載し、電子メールにて送信すること 

（電話・FAX による受付は行わない）。 

    

 

 

 

 

 

 

② 質問に対する回答は、令和 7 年 10 月 24 日（金）を目途に、上記８(１)②のホームページにおい

て公開する。 

 

 

 

 

■電子メールの件名： 

「Welcome Kobe 台湾家族向け誘致プロモーション事業」質問／事業者名 

■質問書送付先：kobe_promotion@kcva.or.jp 

■質問受付期間：令和 7 年 10 月 22 日（水） 17 時まで 

https://kobe-dmo.jp/
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（３）提出書類 

① 応募申込書 （様式第 1 号） 

② 企画提案書 （様式自由） 

  企画提案書の書式は A4 版とし、表紙、目次を除き 15 ページ以内とする。タイトルは「Welcome 

Kobe 台湾家族向け誘致プロモーション事業」とし、別紙仕様書を十分理解したうえで、以下の

項目を含んだ内容で作成すること。なお企画提案書については、１提案ごとに１件作成とするこ

と。 

・ 発信内容・広報 

YouTube での発信内容に加え、想定リーチ数など期待できる成果について記載すること 

事業に付随した発信を行える手法・メディア・媒体について提案すること。 

※オンライン・オフラインなど、媒体の形式、及び媒体数は問わない 

・ これまでの類似・関連業務の実績 

・ 会社概要（法人名、代表者、業務内容、組織体制等） 

・ 本業務実施にかかる体制及び役割（責任者も明記のこと） 

・ その他本事業を実施するうえで効果的な、契約上限額内の追加施策（任意） 

・ その他、特筆すべき事項（任意） 

③見積書 (様式自由) 

・ 円建てで作成すること 

・ 各カテゴリの見積上限金額は税込 3,000 千円とする 

・ 見積書には積算根拠を示した内訳を記載すること 

・ 為替変動による契約金額の変更は行わない 

・ 消費税及び地方消費税、必要に応じて（人件費、渡航費、通信費、交通宿泊費、物品費等）事業

にかかるすべての費用を含むこと 

 

（４）提出方法と提出体裁 

   以下メールアドレスあてに電子メールで送付すること。送付の際は、件名を「Welcome Kobe 台

湾家族向け誘致プロモーション事業 応募／事業者名」とし、各書類については PDF ファイルとす

ること。また、送付後、担当部署（「12．問い合わせ先」参照）に電話等で受領の確認を行うこと。

（メールアドレス：kobe_promotion@kcva.or.jp） 

 

（５）提出期限（PDF ファイル送付期限） 

   令和７年 11 月 11 日（火） 17 時 必着 

 

（６）応募に関する留意事項 

  ・企画提案書の作成、提出等に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 

  ・企画提案書等、すべての提出書類は返却しない。なお、これらの書類は、当事業の委託先の選考に

関する目的以外には使用しない。 

・ 応募書類の提出後の差し替えは認めない（但し、委託者が補正等を求める場合は除く）。 

mailto:kobe_promotion@kcva.or.jp
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・ 提出期限以降に提出された応募書類については、受理せず無効とする。 

・ 企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出するものとする。 

・ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成

4 年法律第 51 号）に定める単位に限る。 

 

９．提案の審査・選定方法 

（１）審査方法 

受託候補者の選定は、（２）評価項目に基づき提出書類及び、応募者によるプレゼンテーションによ

り審査を行う。プレゼンテーションの形式は対面、またはオンラインとする。なお応募者多数の場合

は書類による一次審査を行い、審査通過者のみプレゼンテーションを行う。審査内容にかかる質問や

異議は一切受け付けない。 

 

（２）評価項目 

① 法人としての受託適性 (10 点) 

② 運営体制 (20 点)  

③ 企画内容に対する創造性およびスキル (50 点)  

※うち 10 点を追加提案の評価に配点する。 

④ 地元企業等に対する優先的取り扱い (10 点)  

⑤ 見積（提案価格、経費内訳の妥当性）(10 点) 

※地元企業等とは、本社や支社、営業所などの事業所を神戸市内に有する者を指す。 

※同点の場合は、③の点数が最も高い応募者を受託候補者として決定する。 

※合計点が 60 点に満たない場合は、採用しない。 

 

（３）ヒアリング 

   必要と判断した場合には、応募者に電話や電子メール等でのヒアリングを行う場合がある。また、

必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

 

（４）審査結果の通知 

   各応募者に電子メールにより通知する。 

 

10．契約の締結等 

（１）受託候補者に選定された者と委託見積限度額の範囲内で交渉し、仕様書及び企画提案書に基づき

細部について協議したうえで、神戸観光局所定の「委託契約約款」を準用し、委託契約を締結する。 

 

（２）受託候補者が応募資格を満たしていないことが分かったとき、失格行為のあったことが分かった

とき、その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為があったときなどの場合は、次点者が受

託候補者になることがある。 
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11．その他 

・ 企画提案書の作成、提出費用は応募者負担とする 

・ 提出書類の提出後の差し替えは認めない (補正要請があった場合を除く)。 

・ 提出期限後の応募は無効とする。 

・ 個人情報は本選考目的以外には使用しない。 

・ 提案内容を第三者に公開、提供しないこと。 

・ 著作権侵害があった場合、応募者が責任を負う 

・ 本要領に記載の月日、時間はすべて日本時間である。 

・ 本業務によって知り得た情報及び個人情報、通常秘密とされる企業情報をこの事業の目的外に使

用しないこと。なお、委託期間終了後も同様とする。 

   

12．問い合わせ先 

（一財）神戸観光局 観光部 担当：北村・太田    

〒651-0087 神戸市中央区御幸通 6 丁目 1 番 12 号（三宮ビル東館 9 階）  

電話：078-262-1905  Email: kobe_promotion@kcva.or.jp 

  


